
 
令和５年７月 31日 

 

電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集の結果 
及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申 

―連続する通信事故の発生を踏まえた制度の見直し― 

 
総務省は、令和５年５月26日（金）付けで電気通信事業法施行規則及び事業用電気通信設

備規則の一部を改正する省令案について情報通信行政・郵政行政審議会へ諮問（諮問第3166

号）し、当該省令案等について、意見募集を行いました。その結果、３件の意見の提出があ

りましたので、提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。 

また、意見募集の結果を踏まえた上で、本日、同審議会から諮問のとおり改正することが

適当との答申を受けました。 

総務省では、意見募集の結果及び本答申等を踏まえ、電気通信事業法施行規則等の改正を

速やかに行う予定です。 

１ 改正の概要 

令和５年３月27日（月）、電気通信事故検証会議において「電気通信事故に係る構造的な

問題の検証に関する報告書」が取りまとめられたことを踏まえ、電気通信事業法施行規則

（昭和60年郵政省令第25号）等について改正を行うものです。 

改正概要は、別紙１のとおりです。 

 

２ 意見募集の結果及び答申 

電気通信事業法施行規則等の一部改正について、令和５年５月27日（土）から同年６月26

日（月）までの間、意見募集を行ったところ、３件の意見の提出がありました。提出された

意見及びそれに対する考え方については、別紙２のとおりです。 

本日、情報通信行政・郵政行政審議会において、提出された意見を踏まえて審議が行われ、

総務省は、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。 

３ 今後の予定 

総務省は、本答申及び意見募集の結果等を踏まえ、速やかに制度整備を行います。 

 

４ 資料の入手方法 

報道資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課（中央合

同庁舎２号館10階）において閲覧に供するとともに配布することとします。 



 

＜関係報道資料＞ 

○ 電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集 

―連続する通信事故の発生を踏まえた制度の見直し―（令和５年５月 26日） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000295.html 

 

 

 

【連絡先】                        

 総合通信基盤局 電気通信事業部 安全・信頼性対策課 

 担当：竹渕課長補佐、大橋課長補佐、池田係長、稲見係長、志賀官 

 電話：03-5253-5858 

 E-mail：system_iken_atmark_soumu.go.jp 

 ※「_atmark_」を「@」に置きかえて送信してください。 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000295.html

